
 

1  
  

行動計画３年目（２０２３年４月から２０２４年３月末）の実施状況報告 

 

２０２４年５月 

ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議 

 

「ビジネスと人権」に関する行動計画（以下、「行動計画」という。）の第４章では、

行動計画の実施状況を、毎年、関係府省庁連絡会議1において確認することとしてい

る。行動計画３年目（２０２３年４月から２０２４年３月末まで）2の政府の主な取

組は、以下のとおり。 

 

１ 行動計画推進のための枠組みにおける議論 

「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議」

（以下、「関係府省庁会議」という。）並びに同会議決定の下、外務省が開催すること

とされる「ビジネスと人権に関する行動計画推進円卓会議」（以下、「円卓会議」とい

う。）及び「ビジネスと人権に関する行動計画推進作業部会」（以下、「作業部会」と

いう。）において、以下の議論を行った。 

 

（１）２０２３年４月、第７回関係府省庁会議を開催し、公共調達における人権配慮

に関する政府の方針について決定した。また、各府省庁から、「責任あるサプ

ライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」（以下、「ガイドライ

ン」という）の普及・周知活動について報告した。 

（２）４月、第５回円卓会議において、「ビジネスと人権」に関する行動計画に係る

「２年目レビュー政府報告」について、各府省庁の取組が報告された。また、

外務省から、５つの優先分野における指標（参考）、行動計画３年目意見交換

の進め方（案）について説明し、意見交換を行った。加えて、同省から、「ビ

ジネスと人権に関する行動計画推進作業部会」の開催要綱の改正案について説

明した。 

（３）５月、第８回関係府省庁連絡会議を開催し、「ビジネスと人権」に関する行動

計画に係る「２年目レビュー政府報告」を承認した。また、外務省から、Ｇ７

サミットにおける「ビジネスと人権」について報告した。 

 
1 ２０２１年３月、関係府省庁申合せにより「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁連絡会議」

が設置された。当該会議は同年１２月、「ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・

連絡会議」に改組された。 
2 行動計画１年目は、２０２０年１０月から２０２２年３月末としている。  
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（４） ７月、第９回関係府省庁連絡会議を持ち回りで開催し、「ビジネスと人権に関

する行動計画推進円卓会議」及び「ビジネスと人権に関する行動計画推進作業

部会」の開催要綱の改正案が承認された。 

（５） ７月、第４回作業部会において、外務省から、行動計画３年目意見交換の進

め方について、説明し、意見交換を行った。会議では、政府側から、ステーク

ホルダー側に対して関連する国際的な動向及び日本企業の取組状況について意

見をとりまとめるよう諮問した。 

（６） 上記（５）を受け、作業部会の下にサブ作業部会が立ち上げられ、作業部会

のステークホルダー側構成員によって議論が進められた結果、２０２４年３月

に「『ビジネスと人権』に関する行動計画の３年目意見交換のためのレビュー

に関するステークホルダー報告書」がとりまとめられた。 

（７） 同月、第６回円卓会議において、上記（６）の報告書案が議論され、承認さ

れた。 

 

２ 政府による取組 

行動計画では、「ビジネスと人権」に関して、今後政府が取り組む８５項目の施策

が記載されている1。これらの項目について行動計画３年目に各府省庁で実施した取組

は別添のとおりであるが、そのうち特に進展した取組を列挙すると次のとおりである。 

 

（１） 人権を保護する国家の義務に関する取組 

関係府省庁において、経済主体の一つである政府自身としても率先垂範して人権尊

重の取組を進めていく観点から、公共調達における人権尊重の取組を進め、企業にお

ける人権尊重の取組を推進するための仕組みづくりとして、公共調達における人権配

慮に関する政府の方針を決定した。これにより、関係全府省庁において、公共調達の

入札説明書や契約書等において、「ガイドラインを踏まえて人権尊重に取り組むよう

努める。」旨の記載が盛り込まれた。 

２０２３年４月に発表されたＧ７貿易大臣声明及び同年５月のＧ７広島首脳コミュ

ニケでは、企業活動及びグローバル・サプライチェーンにおける人権及び国際労働基

準の尊重の確保と並んでビジネスのための強靱性、予見可能性及び確実性の更なる向

上に向けて協力していくことが盛り込まれた。 

同年１０月のＧ７貿易大臣声明では、経済産業省とＩＬＯが共催で開催した、Ｇ７

メンバー及び主に東南アジアを中心とするアジア諸国との対話に対して、Ｇ７を超え

 
1 策定後、新たに実施している３項目が加えられ、現在では、８８項目が掲載されている。 
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たビジネスと人権に関するアウトリーチと関与の強化の観点から歓迎の意が表された。

また、「ビジネスと人権」に関する行動計画第４章５に規定されている関係府省庁連

絡会議における意見交換の実施に向け、ビジネスと人権に関する行動計画推進作業部

会のステークホルダー側構成員によって「『ビジネスと人権』に関する行動計画の３

年目意見交換のためのレビューに関するステークホルダー報告書」が取りまとめられ、

行動計画に関する７つのテーマについて２３の提案が提示された。同報告書は、同円

卓会議で承認された。同報告書において盛り込まれた、関連する国際的な動向、日本

企業の取組状況を踏まえた政府への具体的提言については、今後実施される関係府省

庁連絡会議で議論され、行動計画第４章６の規定に従って行われる行動計画の改定に

向けた議論において参考としていく。 

 

（２） 人権を尊重する企業の責任を促すための政府による取組 

行動計画３年目は、２年目に引き続き、国内外のサプライチェーンにおける人権尊

重の取組及び「指導原則」に基づく人権デュー・ディリジェンスを促進するための取

組が進展した。特に、２０２２年９月に策定された「責任あるサプライチェーン等に

おける人権尊重のためのガイドライン」を受け、各府省庁は、企業に対するガイドラ

インの普及・啓発活動に取り組んだ。そうした取組には、中小企業を含む産業界向け

の国内外でのセミナーの企画、関連団体が主催するイベントでの政府職員による講演、

二国間協議や国際会議等での発信、関連イベントやメーリングリスト等を通じた業界

団体・関係団体等への周知、関係各府省庁のウェブサイト、パンフレット等の媒体を

通じた情報提供などが含まれる。各府省庁による取組のうち、主なものは以下のとお

り。 

外務省では、名古屋、横浜及び大阪において、中小企業を対象にしたセミナー及び

ワークショップを開催した。また、ベトナム、カンボジア及びバングラデシュに進出

している又はサプライチェーンをもつ企業を対象にしたオンラインセミナーを開催し

た。これらのセミナーでは、いずれも、先進的な取組を進めている日本企業の好事例

の紹介や参加者が抱える課題の共有を行った。また、国連開発計画（ＵＮＤＰ）への

拠出を通じて、１４か国においてサプライチェーン上の人権課題の調査や企業への人

権デュー・ディリジェンス研修を実施するとともに、９か国の政府に対して行動計画

策定・実施を支援した。さらに、ベトナム政府、インドネシア政府、ＡＳＥＡＮ政府

間人権委員会、在京米国大使館、その他民間企業・団体の協力を得て、日本企業によ

る人権デュー・ディリジェンスの取組の進展とグローバル・サプライチェーンへのイ

ンパクトについて考えるイベントを東京で開催した。 
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経済産業省では、日本企業によるガイドラインに沿った取組を進めるべく、２０２

３年４月、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」

を公表し、企業の人権尊重の取組に関する詳細な解説や事例について情報提供を行っ

ている。また、ガイドラインや実務参照資料の活用に向けた取組支援セミナーを実施

するとともに、日本貿易振興機構（ジェトロ）が作成した「ビジネスと人権」早わか

りガイド、企業の人権尊重の取組等に関するジェトロの相談窓口などを通じて、産業

界の意識向上・取組の促進を図っているほか、中小企業向けのセミナーの実施や、国

際労働機関（ＩＬＯ）への拠出を通じて、全国社会保険労務士会連合会による中小企

業の人権尊重の取組をサポートする専門人材の育成など、中小企業に対する支援も実

施した。加えて、ＩＬＯを通じて、アジア諸国における日本企業の取引先企業等に対

する人権デュー・ディリジェンスの実施支援や、日本企業の人権尊重に係る好事例集

作成（ジェトロも共同執筆）、さらに２０２３年９月、ＩＬＯと共催でアジア諸国に

おけるビジネスと人権に関する議論を深めるための対話イベントをインドネシア・ジ

ャカルタで開催する等、アジア諸国においても取組を進めている。。 

厚生労働省においても、グローバル・サプライチェーン上の人権尊重に係る課題に

も対応するため、ＩＬＯへの任意拠出を通じ、アジア・太平洋地域を中心として、グ

ローバル・サプライチェーン上のディーセント・ワークの促進、労働安全衛生の向上、

児童労働の撲滅などに係る技術協力を実施している。 

農林水産省では、食品企業がガイドラインで示された内容について実際に取り組め

るよう、２０２３年１２月、「食品企業向け人権尊重の取組のための手引き」を公表

した。食品企業における人権尊重の取組をより推進するため、セミナーも開催してい

る。 

 

（３） 救済へのアクセスに関する取組 

改正公益通報者保護法が２０２２年６月に施行され、事業者に内部公益通報対応体

制の整備が義務付けられたところ（中小規模の事業者については努力義務）、消費者

庁では、不適合事業者に対し体制整備に関して行政指導を行ってきている。また、２

０２３年１２月、経営者や従業員向けに公益通報者保護法のポイントを掴むことがで

きる「内部通報制度導入支援キット」を作成し消費者庁ウェブサイトやユーチューブ

で公開するなど、民間事業者の体制整備の徹底・促進に関する周知・啓発活動を行っ

ている。さらに、制度の認知度や有効性の現状把握をするためアンケート調査を実施

するなど、消費者庁は法制度の現状を把握し、ビジネスと人権に関連し公益通報者の

保護を更に強化するための取組につながるよう引き続き努めていく。消費者庁では法

の施行後３年目のレビューに向け、有識者を集め公益通報者保護制度検討会を２０２

４年５月に立ち上げる予定としている。 

また、２０２３年６月のＯＥＣＤ多国籍企業行動指針の改定を受け、同指針の和訳

を作成し、また日本連絡窓口（ＮＣＰ）の個別事例処理手続を改定し、それぞれを公
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表するとともに、国内外のステークホルダーに向けた周知活動や在外公館を通じた周

知に取り組んでいる。こうした周知活動等を通じ、改定の主要な論点の一つでもあっ

たＮＣＰの機能強化に向け、引き続き関係省庁と連携し取り組んでいる。 

 

（４） 横断的事項 

２０２２年１２月から１６回にわたり開催された「技能実習制度及び特定技能制度

の在り方に関する有識者会議」の最終報告書が、２０２３年１１月３０日に外国人材

の受入れ・共生に関する関係閣僚会議（以下「関係閣僚会議」という。）の共同議長

である法務大臣に提出された。これを受け、法務省及び厚生労働省において今後の両

制度の在り方について検討が進められた結果、２０２４年２月９日に技能実習制度及

び特定技能制度見直しに関する政府方針が関係閣僚会議において決定された。これら

を踏まえ、近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、特定産

業分野のうち、その分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが

相当である分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育

成するとともに、当該分野における人材を確保するため、現行の技能実習に替わる新

たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援

を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育

成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要

件の明確化等を図り、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな育成就

労制度を創設することなどを内容とする出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能

実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案が２０

２４年３月１５日に閣議決定された。 

また、ＪＩＣＡの側面支援を通じて、企業が参加可能な国内の外国人労働者の課題

解決に向けたマルチステークホルダーによるプラットフォーム（責任ある外国人労働

者受入れプラットフォーム：ＪＰ－ＭＩＲＡＩ）のパイロット事業が継続している。

この事業の一環として、日本での就労に関心のある国内外の外国人材に対し、適切で

透明性のある情報を提供すべくポータルアプリを通じて情報発信するとともに、多言

語対応の相談・救済窓口事業を展開し、窓口開設以来、約３，０００件の相談対応を

行っている。 

さらに、ＡＩの利用と人権に関し、日本政府が主導してＧ７において合意した広島

ＡＩプロセスの国際指針・国際行動規範の前文でも、指導原則への準拠が明記された。

外務省において、２０２１年のユネスコ総会で採択された「ＡＩの倫理に関する勧告」

の途上国における実施促進のため、ユネスコと協力し、アフリカ及びＳＩＤＳ各国を

対象として、２０２２年～２０２５年の３か年事業「倫理リスクに対処したＡＩ技術

に関する対応支援事業」を実施している。経済産業省及び総務省においては、Ｇ７広

島ＡＩプロセスにおける合意を含め、ＡＩに関する国際的な又は国際的に認知された

ガバナンス枠組みを参照したＡＩ事業者ガイドラインの策定に係る検討会の実施等、

ＡＩの適切な利活用に関する取組を進めている。加えて、個人情報保護委員会におい
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ては、２０２３年６月に東京で開催したＧ７データ保護・プライバシー機関ラウンド

テーブル会合において、「生成ＡＩに関する声明」を採択し、生成ＡＩの設計や運用

等の段階でプライバシーを組み込むべきであるといった考えを世界に発信した。 

 

３ 小括 

上述のとおり、行動計画３年目においては、国内外のサプライチェーンにおける企

業の人権尊重を促進するための取組として、「指導原則」に基づく人権デュー・ディ

リジェンスを実務に即した形で促進するための各種施策、公共調達における人権尊重

を推進するための取組、外国人材の受入れ・共生等に関する取組が特に進展した。 

特に欧州諸国で進む人権デュー・ディリジェンスに関する法制度整備の動きとそれ

を受けた国内企業等による関心の高まりを踏まえ、政府としては、関連する国際的な

動向及び日本企業の取組状況の把握に努めつつ、引き続き、行動計画に沿って各種施

策を着実に実施し、国際社会を含む社会全体の人権の保護・促進、日本企業の国際的

な競争力及び持続可能性の確保・向上、ＳＤＧｓの達成への貢献を目指していく。 


